
遺言、生前の資産承継、遺産分割、相続人の確認、その他相続手続など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

相続の準備、何から

始めればいいんだろ

う。遺言書ってどう

書くの？ 

裁判所から 

遺産分割調停の

呼出が… 

みんなが仲良く

できるように 

分けたい 

電話相談 ２０分無料 

 
神奈川県弁護士会 

総合法律相談センター 

 

●お問い合わせ先 

 神奈川県弁護士会 総合法律相談センター 

 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通９ 神奈川県弁護士会館 

 TEL 045-211-7700 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025.12 

 

 

遺言・相続お悩みダイヤル 

ご利用方法 

●無料電話相談は、神奈川県在住・在勤の方が対象で、同一案件につき、お一人様１回までのご利用 

 とさせていただきます。 

●電話相談をした弁護士に引き続き相談をご希望の場合は、担当弁護士にその旨をお伝えください。 

 継続相談は、担当弁護士の事務所規定の相談料がかかります。 

●面談相談をご希望の場合、神奈川県弁護士会の各法律相談センターで法律相談（45分 5000円） 

 のご予約を承ります。各法律相談センターの問い合わせ先は当会 HPでご確認いただくか、神奈川 

 県弁護士会（045-211-7700）までお問い合わせください。 


